
髙井・岡芹法律事務所は、使用者側・人事労務
を専門とするブティック型法律事務所として、約
300社の顧問先と日々向き合っています。人材関連、
学校、不動産、保険会社など業種は幅広く、数万
人規模の上場企業から数十名規模の企業まで、多
様な人事労務課題を継続的に支えてきました。
紛争発生後だけでなく「気になる社員がいる」「人
事制度をこのように変更したい」といった段階か
ら相談を受け、必要に応じて訴訟や人事制度変更、
人員調整といった重大局面にも対応するなど、企
業の“かかりつけ医”として、日常の労務管理から
紛争予防・解決までを一貫して支援しています。
多数の顧問先で蓄積してきた事例経験は、実情に
即した解決策を提示する大きな基盤となっています。

不正・人員調整が増加
ハラスメント・メンタルに続く新たなテーマ

相談傾向として、従来から多いハラスメントや
メンタル不調に加え、最近は従業員の不正と人員
調整が特に増えています。定期代の不正受給や接
待費の不正請求など費用精算に関する問題は急増し、
不祥事対応セミナーにも多数の申込が寄せられる
など、企業現場での関心の高まりが見られます。
一方、人員調整では、黒字・赤字の企業を問わ
ず検討・実施が進んでいます。対象者の基準設定
や手続の適正さ、記録の整備といった初動の設計
が結果を大きく左右するため、当事務所では全体
のシナリオ構築から実際の運用まで、企業が安全
にプロセスを進められるよう実務的に支援してい
ます。

「組織的労働法」の視点で
降格・懲戒・制度変更を支える

降格や懲戒、就業規則・人事制度の変更といっ

た「組織的労働法」も重要な領域です。近年、降格
紛争が増加しており、要件や評価基準の明確化、
注意・指導の履歴が客観的記録として残っている
かどうかが厳しく問われます。当事務所では日常
の指導段階から、５W１Hでの事実整理やフィー
ドバック記録の運用を助言し、従業員の自己決定
権を尊重しつつ、企業の人事権・調査権を適切に
行使できる体制づくりをサポートしています。
また、育児・介護休業制度改正、賃金のデジタ
ル払い、自転車・キックボードの飲酒運転に対す
る懲戒など、法改正・社会動向を踏まえた対応も
不可欠です。人と組織をめぐる課題が複雑化する
なか、企業が直面する幅広い人事労務のリスクを
見据え、今後も実務に根ざした支援を提供してい
きます。

弁護士法人髙井・岡芹法律事務所

企業の「かかりつけ医」として
人事労務の予防と紛争解決に伴走する
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